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閣
衆
質
一
五
九
第
一
〇
二
号

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
国
民
健
康
保
険
組
合
に
お
け
る
組
合
員
資
格
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日
受
領

答

弁

第

一

〇
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号

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国

務

大

臣

細

田

博

之



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
国
民
健
康
保
険
組
合
に
お
け
る
組
合
員
資
格
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

建
設
連
合
国
民
健
康
保
険
組
合
（
以
下
「
建
設
連
合
国
保
組
合
」
と
い
う
。
）
の
設
立
認
可
を
行
い
、
建
設
連
合
国
保
組

合
に
対
す
る
監
督
権
限
を
有
す
る
愛
知
県
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
建
設
連
合
国
保
組
合
は
、
日
本
建
設
組
合
連

合
の
加
盟
団
体
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
役
員
及
び
事
務
員
（
以
下
「
事
務
員
等
」
と
い
う
。
）
を
別
表
に
掲
げ
る
支
部
に
お
い

て
組
合
員
と
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
人
数
は
百
三
十
四
名
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
組
合
（
以
下
「
国
保
組
合
」
と
い
う
。
）
の
組
合
員
は
、
同
種
の
事
業
若
し
く
は
業
務
に
従

事
す
る
者
で
当
該
国
保
組
合
の
地
区
内
に
住
所
を
有
す
る
者
又
は
当
該
国
保
組
合
に
使
用
さ
れ
る
者
（
他
の
医
療
保
険
制
度

の
被
保
険
者
等
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
事
務
員
等
が
そ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、

就
労
形
態
、
職
務
内
容
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
個
別
具
体
的
な
事
例
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
事
務
員

等
が
そ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
に
は
、
国
保
組
合
の
組
合
員
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
愛
知
県
に
お
い
て
違
反
の

一



是
正
を
指
導
し
た
上
、
必
要
に
応
じ
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
執
り
、
法
第

百
八
条
の
規
定
に
よ
る
是
正
措
置
等
を
命
じ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
組
合
員
以
外
の
者
は
、
組
合
会
議
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
法
第
二

十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
理
事
は
、
特
別
な
事
情
が
あ
る
と
き
の
み
組
合
員
以
外
の
者
の
う
ち
か
ら
組
合
会
で
選
任
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、組
合
員
以
外
の
者
が
理
事
の
大
多
数
を
占
め
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。

愛
知
県
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
建
設
連
合
国
保
組
合
に
お
い
て
は
、
事
務
員
等
が
組
合
会
議
員
と
な
り
、
理

事
の
大
多
数
を
占
め
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
事
務
員
等
が
国
保
組
合
の
組
合
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
場

合
に
は
、
愛
知
県
に
お
い
て
違
反
の
是
正
を
指
導
し
た
上
、
必
要
に
応
じ
、
行
政
手
続
法
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
執
り
、
法

第
百
八
条
の
規
定
に
よ
る
是
正
措
置
等
を
命
じ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

二



三


